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第２回 明日の吉井川を語る会 議事録  要旨 

日時：平成 26年１月 30日（木）14時 00分～15時 59分

場所：岡山市中消防署・水防センター・防災研究室

１．開  会 

    省 略 

２．挨  拶 

    省 略 

３．委員紹介 

    省 略 

４．座長挨拶 

（事務局） それでは、会議の開催に当たりまして、今回の座長の○○委員より一言御

挨拶をお願いいたしますとともに、議事の進行をお願いしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

（座 長） 皆さん、お忙しい中、御苦労さまでございます。 

 本日は第２回目ということでございまして、前回、御意見をいただきました結果、

それから、その後行われました、地域の方々との間で行われた考える会、こちらは語

る会、地域の人とやっていただくのは考える会ということですが、そちらでの御意見

の結果、それから、さらにアンケート調査をされまして、その結果を整理されており

ます。そういったことにつきましてこの場で御意見をいただきたいということでござ

います。 

 さらに、その後、整備計画のこれからどうすべきかという具体的な内容に入ってい

くわけですが、本日のところはまだそのうちの治水計画に関して事務局のほうで考え

ておられる内容、これを御説明いただいて、それについて御意見をいただくというこ

とになっております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それじゃあ、あとは。 

５．議  事 

（事務局） それでは、撮影はこれまでとさせていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 それでは、資料１のほうの説明をさせていただきたいと思います。 

 それでは、資料１のほう、１枚めくっていただきまして、地域と共に明日の吉井川

を考える会といいます、これは地元説明会でございますけども、平成２５年１１月か

ら１２月にかけまして流域の１０カ所でございます、地元説明会を開催しております。 

 続いて、ページをめくっていただきまして、２ページ目でございますけども、開催

結果でございますが、参加人数ということで、合計１７９名の皆様に御参加をいただ

いております。一覧表でお示しいたしていますとおり、多いところでは４０名以上、

少ないところではちょっと１０名以下といったようなこともございましたが、全部で

１７９名の御参加をいただいております。 

 続きまして、３ページ目、意見の集約結果でございますが、１０カ所の説明会の結

果、各地域で地域特性が明確になっているため、治水・利水・環境に分類するととも

に、各地域に分類して整理をいたしました。 
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 ４ページに円グラフと、それから、位置図をつけております。それとちょっと３ペ

ージ目のほうと比べてごらんいただければと思いますけども、治水につきましては、

吉井川中上流域のほうで流下能力不足が点在しておりまして、４ページの位置図に示

します⑩の熊山ですとか、⑥の万富といったようなところでは、旧堤の撤去による流

下能力向上の意見がございました。 

 それから、和気、熊山、万富といったようなところでは、堤防整備の意見が出てお

りました。 

 そして、吉井川中流域左岸、瀬戸内市ですけども、４ページ目でいいますと、①と

⑤のあたりでございますが、こちらのほうでは、昭和５１年ですとか、平成２年など

内水被害を受けた地域でございますので、内水対策に関する意見があげられておりま

した。 

 また、吉井川の下流域、河口付近の③山南、④上南、⑦の西大寺では高潮、津波、

耐震対策の早期実現要望があげられておりました。 

 そして、利水につきましては、②の和気、それから、⑨の西鶴山、⑤の瀬戸内にお

きまして、農業用水の安定取水関する要望がございました。 

 それから、環境についての意見はわずかでございましたが、動植物への配慮ですと

か、河川空間利用、それから、水質に対する要望があげられておりました。 

 それから、維持管理につきましては、施設管理に関する要望として、苫田ダムの運

用・効果、洪水調節効果に期待する意見などのほか、樹木管理、それから、土砂管理、

また、不法投棄に関する要望等が多くあげられておりました。 

 ４ページ目でございますけども、左側の表は意見を分類別、項目別、公民館別に整

理したものでございまして、ここに記載しておりますような意見が各公民館であった

というものでございます。 

 それから、右半分には公民館別に意見の内訳をグラフにして記載しております。ど

の会場におきましても治水、維持管理に関する意見が多く出ておりまして、利水や河

川環境に関する意見はわずかでした。グラフの中心に記載の数字は意見の数でござい

ます。個々の意見については５ページから１０ページに記載しておりますけども、こ

れらの個々の意見の説明については割愛させていただきます。 

 それで、ページをちょっと飛んでいただきまして、１１ページ目になるんですけど

も、吉井川水系の川づくりに関するアンケート調査について御説明させていただきま

す。 

 実施概要といたしまして、目的は吉井川水系の現状と課題及び河川環境に対する意

見を広く積極的に聴取するものでございます。 

 対象者は国管理区間の吉井川、金剛川におきまして、洪水により河川の氾濫が生じ

たときに浸水が予想される区域を網羅する関係住民でございます。 

 実施期間は平成２５年１０月２０日から１１月末日、実際には１２月末まで事務所

のほうに送られてきたアンケートについてはこの結果の中で集約しております。 

 配付資料は河川の現状と課題や、浸水想定区域図といった情報をあわせて記載しま

したアンケート票でございまして、このアンケート票を新聞折り込みと、それから、

小学生、学童を通じた保護者への配布ということが主でございます。そのほかにも公

共機関ですとか、説明会会場に常設いたしました。 

 配布数は新聞折り込みが４万６，０００部、小学校に約六千部配布しております。 

 続きまして、１２ページはアンケートをちょっと縮小ですので細かいんですけど、
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こういったアンケートをお配りしたという、その資料でございます。 

 １３ページ目に入りますけども、実施結果でございますが、アンケートの回収数が

全部で２，３７２部、回収率は４．６％でございました。２，３７２部の内訳といた

しましては、郵送で返ってきたものが９０４部、それから、小学校から回収したもの

が１，４６８部ということでございます。 

 その下、今度は回答者の居住地についてちょっと聞いたものですけれども、これは

表のとおり見ていただきますと、岡山市東区の方が最も多く４８％を占めておりまし

た、 

 年齢については３０代及び４０代で全体の６０％を占めておりまして、これは大体

小学校の保護者に当たる年代になろうかと思います。２０歳未満及び２０歳代がちょ

っと少なかったんですけども、おおむね年齢層ごとに１０％程度以上の回答が得られ

ているものと思っております。 

 続いて、１４ページ目でございますけども、性別について、こちらのほうは男性と

女性の比率はおおむね４対６となっておりまして、女性の方からの回答が多かったと

いう結果でございました。 

 職業につきましては、家事の従事者、それから、会社員といったようなところが合

わせて約六十％を占めておりまして、ほかの類別、職業とかいったような方も大体１

０％程度の回答は得られているということでございました。 

 続きまして、アンケートの集計結果で、洪水・高潮についてということでございま

すけども、現在の吉井川の洪水・高潮対策は十分だと思いますかということにつきま

して、やや思うも含めて、現在の吉井川の対策は十分だと思われる方の割合は２７％

と、余り思わない、思わないと回答された方の割合は合わせて４９％でございました。

対策は十分との回答と十分でないとの回答の比率はおおむね１対２でございまして、

十分ではないと思われている方のほうが多かったということでございます。この質問

の中ではちょっとわからないという回答も２３％ございました。 

 下のほうにはちょっと市町別に分けて整理してみたんですけども、全体結果の比較

ということでは、グラフの比率構成は瀬戸内市、備前市、赤磐市は全体結果とほぼ同

じような傾向でございました。下流部の岡山市は十分と思われる方、①と②の合計の

比率が低くなっておりまして、逆に上流部の和気町は高いという結果となっておりま

した。 

 続きまして、１６ページ目でございますけども、現在の金剛川の洪水対策は十分だ

と思いますかということにつきまして、やや思うも含めまして現在の金剛川の対策が

十分だと思われる方の割合は１６％、余り思わない、思わないと回答された方の割合

は合わせて３２％でございました。わからないとの回答が、こちらのほうがまた特に

多くなっておりまして５０％ということだったんですが、吉井川近辺にお住まいの方

など、金剛川の状況がわからない方が多かったのではないかと思いまして、その下に

和気町だけの結果をつけております。和気町だけの結果によりますと、わからないと

の回答は１６％、それでもちょっと多いかなという気はするんですが、かなり少なく

なっていると。何らかの意見を示されているという結果になっております。意見は十

分と十分出ない、双方の意見に分かれる形でそれぞれの回答比率は高くなっておりま

す。 

 続いて、１７ページ目でございますけども、吉井川の洪水・高潮対策としてどのよ

うな対策が必要だと思いますかということでございます。これは複数回答にしており
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ます。円グラフの中に、回答比率なんですけども２段書きにしておりまして、括弧の

ないものは複数回答数全てを分母した比率でございます。それから、括弧書きのほう

は有効回答数２，３７２部の回答がございましたので、それを分母にあれしました比

率でございます。これで見ますと、②のダムにより洪水のときに水をためる以外は同

程度の回答割合だったということでございまして、約七十％の方が築堤や河床掘削、

堤防強化等の河道の改修は必要と回答しております。グラフの番号でいいますと、①

と③と④を足したものが大体約七十％であったということでございます。 

 有効回答数に対する割合を見ますと、①の堤防を高くするが４８％と最も多くて、

その次に④洪水がきても壊れないよう強化するが４１％でございました。 

 全体結果との比較で見ますと、③の河口部の堤防を高くして高潮被害の防止の回答

比率が岡山市では高くなっておりまして、備前市、和気町では低くなっております。

備前市、赤磐市、和気町では①の堤防を高くする、川底を掘るの回答比率が高い結果

となっておりました。 

 続きまして、１８ページ目でございます。 

 金剛川の洪水対策としてどのような対策が必要だと思いますかということにつきま

して、②のダムにより洪水のときに水をためる以外は同程度の回答割合だったと、吉

井川の場合と同じような傾向でございました。やはり６０％の方が築堤や河床掘削、

堤防強化等の河道の改修は必要と回答しておられました。 

 有効回答数に対する割合は、これも吉井川と同じでございますけども、堤防を高く

する、川底を掘るといったようなこととか、洪水がきても壊れないよう強化するとい

ったようなところの回答の比率が高くなっておりました。 

 全体結果と有効回答数に対する比率との比較を見てみますと、①の堤防を高くする、

川底を掘るなどによって洪水の際に川の水を安全に流すと、⑤排水ポンプ施設の設置

といったところの回答比率が高くなっておりました。 

 続いて、１９ページ目でございますけども、地震・津波についてでございますが、

現在の吉井川、金剛川は地震・津波に対して安全な川だと思いますかということです

けども、こちらのほうはやや思うも含めまして、現在の吉井川の対策は十分だと思わ

れる方の割合は２３％、余り思わない、思わないと回答された方の割合は５１％で、

地震・津波に対して安全ではないと思われている方のほうが、感じておられる方のほ

うが多いという結果でございました。 

 全体結果との比較を見てみますと、中上流部に位置します備前市や赤磐市、和気町

では①そう思う、②ややそう思うの回答比率が高くなっておりまして、特に最上流部

の和気町ではその傾向が顕著に出ていたという結果となっております。 

 続きまして、２０ページ目でございますけども、今後、吉井川の地震・津波対策と

してどのような対策が必要だと思いますかということでございますが、こちらのほう

は②の水門をつくり、津波の侵入を防ぐという回答が若干少ないほかは同程度の回答

割合でございました。この項目を見てみますと①から④がいわばハード対策の項目に

なっておりまして、そういったハード対策よりも、⑤の迅速な情報提供ですとか、⑦

の避難場所の確保、それから、⑥の意識啓発といったソフト面の対策が必要との回答

割合が高くなっておりました。各項目ごとの回答割合にほとんど差は見られておりま

せん。 

 そして、全体結果、有効回答数に対する比率との比較でございますが、①、②、④

は津波に対する対策でございますので、津波とは無関係の和気町では回答比率が低く
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なっております。当然の結果なのかなというところでございます。それから、備前市

では和気町ほど顕著な差はございませんでした。赤磐市では①、②の回答比率が逆に

高い結果となっておりました、それから、③の対策の回答比率は岡山市では高くなっ

ておりまして、瀬戸内市では低くなっているという結果になっております。各市町と

もソフト面の対策を求める割合が高いという傾向は同じでございました。 

 続きまして、２１ページ目、今後、金剛川の地震対策としてどのような対策が必要

だと思いますかということでございますけども、ハード対策の③地震により堤防が壊

れないよう耐震対策を行うが必要との回答が２５％でございまして、⑤から⑦はソフ

ト面の対策になるんですけども、これについては各項目とも同程度の回答割合だった

と。③、⑤、⑥、⑦全ての対策、ほとんど回答比率に差は見られませんでした。ほと

んど同じでございました。 

 そして、今度、水利用についてということでございますが、過去に吉井川、金剛川

の水不足で困ったことがありますかということにつきましては、８７％の方が過去に

水不足で困ったことはないという回答でございました。 

 続いて、２２ページ目でございます。 

 現在の吉井川、金剛川の水不足対策（渇水対策）（ダムへの貯水、節水の呼びかけ

等）は十分だと思いますかという質問でございますけども、やや思うも含めまして渇

水対策が十分であると思われる方の割合は５０％でございました。前の設問の水不足

で困ったことがない方が８７％おられた割には、渇水対策が十分と思われる方の比率

はちょっと低かったという、前の質問の結果とはちょっとずれた面が出ております。

そして、余り思わない、思わないと回答された方の割合は合わせて２３％で、わから

ないとの回答が２６％ございました。 

 全体結果との比較を見てみますと、①思うとの回答比率が備前市で高くなっており

ます。赤磐市では①の思うと②のやや思うとの回答比率が低くなっております。 

 続きまして、２３ページ目でございますけども、現在の吉井川、金剛川の水不足対

策としてどのような対策が必要だと思いますかということでございますが、⑤の水不

足時に迅速な水利用の調整ができるよう体制づくりを行うですとか、④のふだんから

水利用者が節水を心がけるといったソフト面の対策が必要と考える方の割合が高くな

っておりまして、有効回答数２，３７２部に対する割合はそれぞれ４７％、３８％で

ございます。①のダム・堰により水量をためておくの回答の有効回答数に対する割合

は２５％で、⑤までの対策よりはちょっとそれよりは低かったということでございま

す。 

 続いて、河川の環境についてということで、現在の吉井川、金剛川の環境をどう思

いますかということでございますが、これについては現在の河川環境は①で自然豊か

な川、それから、③の水が豊富な川と思われている方の割合が高くなっておりまして、

有効回答数に対する割合はそれぞれ４４％、４２％と半数近くの方がこれらの項目を

選んでおられるということでございます。一方、１５％、これも有効回答数２，３７

２部に対する割合でございますけども、１５％の方がよい環境とは思わないと回答し

ておられます。 

 続きまして、あなたは吉井川、金剛川を日常生活の中で利用していますかというこ

とでございますけども、こちらは利用していると回答された方の割合が４５％でござ

いまして、半分をちょっと切っておりました。利用されている方のほうがちょっと少

ないかなという結果でございました。利用していると答えられた方へそれはどのよう
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な利用方法ですかと質問いたしました結果は、利用方法で一番多いのは②の水遊び、

釣り、魚とり、それから、①の散歩、休憩、それから、⑤の通勤、通学等の通路の順

に多くなっておりまして、有効回答数の１，０７６部に対する割合はそれぞれ３９％、

３３％、３２％になっております。 

 続きまして、２５ページ目で、現在の吉井川、金剛川は親しみやすく、レジャー、

余暇空間としても河川利用しやすい川だと思いますかというものでございます。やや

思う、そう思うを含めまして、利用しやすい川だと回答された方の割合は合わせて５

４％でございました。余り思わない、そう思わないと回答された方の割合は３１％で

ございましたので、親しみやすい、利用しやすいと思われている方のほうの割合が高

かったという結果でございます。わからないとの回答はこれも１３％ございました。 

 市町別の内訳で見てみますと、全体結果との比較をしてみますと、赤磐市では①の

そう思うとの回答比率が、また、和気町では②のややそう思うとの回答比率が高くな

っておりました。 

 続きまして、現在の吉井川、金剛川の河川環境に満足されていますかということで

ございまして、やや満足しているも含めまして、河川環境に満足と回答された方の割

合は４６％でございました。余り満足していない、全く満足していないと回答された

方の割合は合わせて３１％だったと。これも少しではございますけども、満足してい

るという方のほうが少し多かったということで、ここでもちょっとわからないとの回

答は２０％ほどございました。 

 市町別の内訳で見ますと、備前市で①の大変満足しているとの回答比率が高くなっ

ておりますが、赤磐市のほうでは④全く満足していないとの回答比率が高くなってお

ります。 

 続いて、今後、吉井川をよりよくするためには何か必要だと思いますかということ

でございますけども、上が吉井川、それから、下が金剛川の結果でございますが、比

べていただきますとわかりますけども、ほとんど同じようなグラフの割合、傾向が同

じようなグラフの割合になっております。有効回答数に対する比率は各項目とも吉井

川のほうが高く出ておりますけれども、回答比率が高かったのは①の魚や昆虫、鳥、

植物が多く生息、生育できるようにするといったような項目、それから、②の川の水

をきれいにする、⑧の散策、スポーツなどが楽しめるようにするといったようなとこ

ろの意見が多く出ております。 

 逆に、比率が低かった項目としましては、③川の水量をふやす、それから、④瀬や

ふちがあり、流れが変化に富んだ川にする、それから、⑦コンクリート張りの堤防を

少なくする。それから、⑨の歴史的構造物など、歴史・文化に配慮するといったよう

なところの意見の割合比率がちょっと低かったという結果でございます。 

 続きまして、２８ページ目でございますけども、河川の管理につきまして、現在の

吉井川、金剛川の管理は十分だと思いますかという質問でございますけども、これに

ついては河川の管理が十分であるとの回答が１４％であるのに対しまして、十分では

ないとの回答が４１％でございまして、これにつきましては十分じゃないという方の

ほうがかなり割合としては高かったということでございます。ここの質問に対しまし

てもわからないとの回答が４３％と半数近くの方がそういったお答えでございました。 

 市町別の内訳をグラフにしておりまして、全体結果との比較を見てみますと、備前

市と赤磐市、それから、和気町では②の十分ではないとの回答比率が高くなっており

まして、加えまして、赤磐市のほうでは①の十分であるの回答比率が低いんですけど
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も、備前市はそこが高くなっているということでございます。それから、わからない

との回答比率につきましては、備前市、赤磐市、和気町では全体結果よりも低くはな

っているんですけども、それでも３人に１人、大体３０％程度の方はわからないとい

う回答でございまして、河川管理という言葉になじみがなかったのか、ちょっとそう

いった回答が多くなっておりました。 

 それから、２９ページ目でございますけども、河川管理が十分ではないと答えられ

た方につきまして、それはどのような項目ですかと聞きましたところ、一番多かった

回答は③の河川敷や河川堤防沿いの雑草、ごみを取り除くとの回答でございまして、

有効回答数９８６部に対しまして７１％の方がこの項目を選んでおられます。地元説

明会の中でもこういった意見はたくさん、ごみとか雑草とかいったようなことに対す

る意見は多く出ておりました。 

 そして、次ですけども、危機管理への取り組みとしてどのような対策が必要だと思

いますかということにつきましては、危機管理への取り組みとして最も必要とされて

いるのは①の洪水時に迅速な情報提供を行うということで、５４％と半数以上の方が

迅速な情報提供を求められているという結果がわかりました。 

 そして、次のページでございますが、洪水・高潮などの情報提供の取り組みについ

て、どのような情報が必要だと思いますかということについてですが、各項目とも回

答数はほぼ同じ比較的多いんですけども、その中でも④地域の浸水状況という情報で

すとか、それから、⑥の避難勧告の情報といったような身近に迫ってくる危険、そう

いったものにかかわる情報を住民の方は求められているんだなということがわかりま

した。 

 そして、次に河川の整理についてということでございまして、洪水や高潮対策に対

して安全性を確保するためには今の環境を改変してもよいと思いますかということに

つきましては、①環境改変はやむを得ない、それから、②多少の改変はやむを得ない

を合わせますと全体の８２％でございまして、洪水や高潮対策による、どちらかとい

えば洪水や高潮対策には安全性確保を求めている方のほうが多かったということでご

ざいました。環境は大事なので改変すべきではないという方も７％おられたという結

果でございました。 

 そして、市町別、全体結果との比較でございますけども、②の多少の改変はやむを

得ないの回答比率が備前市で高くなっております。そして、③の改変すべきではない

との回答比率が、これは赤磐市のほうで高くなっていたという結果でございました。 

 ３２ページ、３３ページ目につきましては、アンケートの中に自由意見を書いてい

ただく欄を設けておりまして、その自由意見について洪水・高潮・地震・津波・水利

用といったような項目で分類をしております。全体ということでは今、①の洪水・高

潮から、⑤の河川管理、それから、その他といったようなところまで分けております

が、それぞれの例えば、洪水・高潮の１４５回答があったその内訳については下の表

になっておりまして、洪水・高潮の内訳として、例えば堤防・護岸整備ですとか、ダ

ムの有効利用、それから、高潮対策、堤防強化といったような内容で、それぞれまた

細分をしております。 

 こういった意見をグラフ化したものが一番最後のページになるんですけども、３４

ページ目でございますけども、真ん中のちょっと大き目の円グラフが全体の結果を分

類したものでございまして、洪水・高潮、それから、河川の環境、河川の管理といっ

たようなところの意見はほぼ同じくらいでございまして、意見として少なかったのは
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地震・津波ですとか、水利用についての意見は、自由意見の中ではちょっと少なかっ

たという結果でございました。 

 そして、洪水・高潮、全部で１４５人おられまして、その引き出しをして、右上の

ほうに洪水・高潮の内訳をまた書いておりますけども、その中には多かったところと

いたしましてはソフト対策ということでございまして、やはり情報提供ですとか、防

災意識の向上といったようなことに対する意見が非常に多くなっておりました。堤防

整備、ダムの有効利用、高潮対策、堤防強化、内水対策といったような意見がござい

まして、それらに引き込まれないものが治水全般ということでまとめておりますけど

も、ここら辺に入ってくる意見といたしましては、洪水への不安ですとか、洪水対策

について意見を述べられているといったようなものですとか、想定以上の最近、ゲリ

ラ豪雨とか非常に急な雨になって洪水が起こっておりますので、そういったことへの

不安といったようなそういった意見、それから、早急に治水対策を求めるといったよ

うな意見がございました。 

 地震・津波につきましては、地震・津波の全般といったところ、これのその他右の

ほう、堤防護岸整備とか堤防の耐震化といったような項目に含まれないものでござい

ますけども、やはりここのところの意見、地震・津波全般といった意見の中にはやは

り早急に対策をしてほしいとか、地震に対して不安を感じているとか、そういったよ

うな意見でございました。 

 水利用につきましては、ダムの有効利用ということで、水需要としては最近、減っ

てきているんじゃないかといったような意見がございました。それから、利水全般と

しましては、渇水調整の話でございますが、農業用水に関する意見といったようなも

のがございました。 

 それから、河川の環境については、空間利用、それから、動植物、水量、水質とい

ったようなところが多くなっておりまして、それから、環境教育ですとか、河川景観

といったようなところは若干少な目といったような御意見がございます。 

 その他河川環境全般の意見としましては、河川環境整備への御意見ですとか、河川

環境の保全といったようなことに関する意見があがっておりました。 

 河川の管理につきましては、ごみ対策、土砂、樹木管理というのが非常に多くあが

っておりまして、維持管理全般ということで、その他に含まれるような意見となりま

すと、河川パトロールを強化してもらいたいですとか、堤防の道路利用を禁止してほ

しいといったような意見もございました。 

 そして、その他のところでございますが、これは、その他のほうのまたその他、緑

色で塗っているところ、こういったところは直接、吉井川に関係ない御意見ですとか、

河川事業に関係ない御意見、これより前に御説明させていただいた意見に含まれない

ものが大体、こちらのほうに入ってきていると。そのほかにはちょっとアンケートに

対する御意見、アンケートのとり方ですとか、アンケートの設問ですとかそういった

ことに対する意見ですとか、整備計画に対する意見、計画の立て方、考え方に対する

意見といったようなものがございました。 

 以上で地元説明会とアンケートの調査結果についての説明を終わらせていただきま

す。 

（座 長） ありがとうございました。 

 ただいま説明していただきましたが、地元説明会に対する意見、それから、アンケ

ート調査の結果、かなり詳しく説明していただきましたが、お気づきの点、いかがで
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しょうか。また、この評価の仕方なんかがどうかということですね。この結果からう

かがえる全体的な傾向とか、そういったことについて御意見をいただければありがた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

（○○委員） 小学校の配布といいますか、小学生を使ってというのが、これは吉井川

が初めてなんですか。アンケートなんですが、配布というのは、小学校の保護者等で

出したというのは、これは３河川の中では初めてでいらっしゃる。 

（事務局） 高梁川のほうでは配ったようなんですけども、旭川のほうでは配っていな

いと思います。 

（○○委員） それで、わからないという回答の意味なんですが、これは関心がないの

か、先ほど言われたように、金剛川の地域に住んでいない方が多いんで、わからない

というのがあるんですが、全般にわからないというのが多いのは、これは関心がない

のか、あるいは、それか関心がなくて親しみがその人たちに薄いのか、それとも、純

粋にそういったものがわからないのか、どういうふうに受けとめたらいいのか。 

（事務局） やはりおっしゃられましたように金剛川のことはわからないですとか、関

心がないという方もおられるのではないかと思います。災害といったようなことにつ

きましてはほかの高梁川とか、旭川と比べますと、どちらかというと吉井川のほうは

大きな災害が起こっていないといったようなことも関係しているかもしれませんし、

それから、細かく見てはいないんですけども、今回、学校のほうにお配りいたしまし

た。アンケートで返していただく方は９０４名ほどおられまして、こちらの方は、ど

ちらかと言うと興味を持って返されたということ、それから、学校のほうへは、こち

らのほうからお願いして書いていただいたというようなこともございましたので、ひ

ょっとしたらそういったことも関係しているのかもしれません。 

（○○委員） それで、そういった学校の関係を使うということは非常に回答する年代

もバランスがとれてきますし、いいことだと思うんです。 

 それと、子供さんを含めて何か川について考えられるようなアンケート形式にして

いただけたら、さらに小さいころから川へ親しみとか、関心とか持てるようになるん

じゃないかなというふうに思います。 

 それと、ただ、義務的に、与えられたものを持っていかさないといけないというこ

とで義務的に書いたのか、そういった例えば、一般的に、自主的にこういうことを言

いたいということで出された方とのギャップといいますか、意識の差というものがア

ンケートに出てくるんじゃないかと思うので、アンケートのあり方というのもよりそ

ういった方たちの意見なり、積極的に参加していただけるようなものに工夫していた

だけたらというふうに思います。 

 以上です。 

（座 長） どうぞ。 

（事務局） 委員御指摘のとおり、今回、小学校を通じてアンケートをさせていただい

て、今、ちょうどお配りした資料１、参考資料というのを今、お配りしております。

これは前回、御意見がございました他の河川、旭川、高梁川、以前やったのと比較で、

例えば１ページをごらんいただきますと、これはちょっと設問そのものがちょっと若

干違いますので単純な比較はできないんですけども、わからないの記述を見ますと、

旭川の場合は６％であったということに対して、左側の例えば吉井川の上のほうを見

ましても２３％ということで、こういう差がついているのは恐らく配布の仕方とか、
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お願いの仕方、どういう方を対象に配布してやったかというところを今、田中委員の

御指摘にあったような手法のところの差も出てきているのかなというふうに思ってお

ります。 

 我々としては、河川に対する意識を高めるという意味で、こういったアンケートと

は別に、例えば、出前講座とか、そういった形で河川環境に対して意識を高めていこ

うという取り組みも別途、行っているところでございます。 

（座 長） ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

（○○委員） １５ページとか、１７ページとか、１９ページの丸の多いのですけど、

ちょっと細かいことで申しわけないんですけど、いっそ帯グラフにしていただいて、

縦に並べて書いていただくと割とすっきり見えると思うんですけど、ちょっと今、こ

れは目がちらちらしてなかなか見にくいんですけど。 

（座 長） １５ページだと。 

（○○委員） 横のスケールで、長さで書いていただくと、色分けを。 

（座 長） 棒グラフみたいにするんですか。 

（○○委員） はい、横のバーみたいなものを、帯グラフみたいな。 

（○○委員） ここに岡山とか書いて。 

（○○委員） 何が何ぼ、何が何ぼ、何が何ぼと割合が出てくるようなのが見やすいと。 

（座 長） 表示の仕方。 

（○○委員） わかりませんけど、試していないからわからないですけど、ひょっとし

たらそうかなと思って。 

（事務局） 高梁川とか、以前はそういった形でまとめていたものもございました。ち

ょっと参考にさせていただきたいと思います。 

（座 長） どうぞ。 

（○○委員） この河川を中国の３川を考えた場合に、ここに東がないわけです。３川

は岡山県だけですから。それをまず考えてもらいたい。 

 それで、ここのｿｳﾘｶﾞｲｼﾞのような、ｵﾗﾃﾞｽｶﾞ、あがっていますよね、その奥がかなり

大きな被害を受けると思います。そういう点をもうちょっと反省してもらえばいいと

思います。ここのあたりは、まだまだ上。上というのは水没があったりしているわけ

や。その辺ももうちょっと考えてもらえへんやろうか。そこの間のところは河川の関

係で、この会議自体は問題にしないという計画を置いているんです。これを考えても

らわなきゃちょっと上からして流れるのがいかんような気がする。 

（○○委員） 第１管区より上の。 

（○○委員） 上の、これよりずっと上や。 

（○○委員） 第１管理区間より上の上流の部分について。 

（○○委員） 上流の話。県が管理するところで。 

（○○委員） あの辺がどうもｺﾉｾｶｷこれだけでそうかなと言うていかんわけで。ちょっ

とそこら辺もう一遍見繕って。 

（座 長） ありがとうございます。 

 ここで示されたのは直轄区間を対象にしてされていますけれども、実際の流域の被

害とかいうのはもっと広範囲にわたっていると、これをこれからどうするかというこ

とでしょうけども、それは国全体として地域の流域についてどう考えるか、管理をど
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う考えるかということになろうかと思うんですが。その方向とか、そういうのはあり

ますか。今後の地域はどうですか。 

（事務局） 委員の御指摘のとおりだと私も思いますし、そもそもちょっと資料のつく

り方が、これは我々、今回、対象にしたのはあくまでも直轄管理区間の河川整備計画

ということで、ちょっと資料の中で明確に書くべきだったかなというふうに思ってお

ります。 

 県管理の、我々は中上流という言い方をしていますけども、その間の整備計画につ

きましては県のほうで策定されるわけです。平成２２年３月に策定されております。

その中でおおむね５０年に１回、発生する洪水規模に対する対策をしていくというこ

とで、当然、策定される際には、これは中国地方整備局の本局が中心になりますけれ

ども、そちらと調整しまして、直轄管理区間の整備と整合をとる形で計画をさせてい

ただいているところでございます。 

（座 長） 部分、部分、管理者がちょっと違うということですが、それは両者が整合

をとりながらやっているということですね。これだけ見たらほかはどうなっているん

だということになりますけれども。 

 あと、吉井川の上流、これより上流のほうにつきましては、県の整備計画がやって

おられますね。そうしたものとあわせて全体的な整備をどうするかということになろ

うかと思うんですけど。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

（○○委員） 金剛川の場合と吉井川の、これは２７ページを私は今、見ているんです

けども、川の水をきれいにするというのが本来の水質の問題なのか、ごみを皆、ぽい

ぽいぽいと捨てる問題なのかといったら、この場合は、水質はそんなに僕は汚いと思

わないんですけども、やっぱりごみなんですかね。 

（事務局） そうですね、確かにこれは、この設問を見られて、その方のちょっと主観

といいますか、ごみのことを思われるのか、水質を思われるのかというのは回答され

た方の考えになってこようかと思うんですけども、ごみとかなんかに対して非常に地

元説明会などでは気にされている方が非常に多かったということもありましたので、

そういった観点でこの回答をされた方というのもおられるかと思うんです。ただ、私、

個人的にはぱっと見たときに、川の水をきれいにするといったときには水質のことな

のかなと。そこら辺はちょっとこの質問を見られた方の感じになってこようかと思い

ます。 

（○○委員） 統計的には中国地方で岡山３河川というのは下から何番目というぐらい

になってしまっているというふうには言われていますけども、これはやっぱり下水の

普及率というのがまだまだ足らないというふうに思えばいいんでしょうか。 

（事務局） 下水の普及率といいますとちょっと詳しいデータを持っていないんですけ

ど、かなり下水道のほうは整備されてきているのではないかなと思います。市がｾﾝﾊﾟﾝ

ﾀﾀﾞｼﾊ最近ではほかの川と比べたときにちょっと高めということになってはおりますけ

ども、特に環境基準といったようなことからいいますと満足しておりますし、今の水

質を見て特に水質がどうかとか、水質浄化といったようなことのような状況では全く

ございませんので。そういった状況でございます。 

（座 長） よろしいですか。 

 どうぞ。 
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（○○委員） 前のと関係して、水質で見るものがちょっと目であれですけど、川の水

のにおいというのはすぐ感じてしまうので、例えば、大和川とか、名前を出して失礼

ですけど、大和川とかそういう川へ行くと、何かおかしいなと思うにおいがしている

んで、この間、坂根堰の横へ入ったらかすかににおったんですけど、だから、項目に

一つ、においということを書くと、ひょっとしたら何か書いてもらえるかもわからな

いなと思ったんですけど。 

（座 長） においの項目を何か抽出する。 

（○○委員） 今、西垣委員が下水ということをおっしゃったので、普及率のことをお

っしゃったんで、逆に普及率がよくなったから、川に入ってきてにおうのかなという

気もするんですが。 

（事務局） ありがとうございます。 

（座 長） どうぞ。 

（事務局） 今回のアンケートはちょっとにおいというのは入っていなかったんですけ

ども、なかなか定量化というんですか、基準に応じてというよりも、いろいろ感覚の

部分もあって、例えば、市民団体の方がにおいも含めて河川の水がどうなのかという

調査をされたりしていますので、そういったところと連携して今後もやっていきたい

と思っております。 

（○○委員） ３日ぐらい通ったら、大体、風が吹いたらもうそれでわかるので。 

（事務局） あと、うちのほう、河川の水質が悪い、あるいは、例えば、泡が出ている

とか、そういった情報は県なり、うちのほうの出張所とかにすぐ入ってきます。その

ときは実際に現場を確かめにいくということはこれまでもやっております。 

（座 長） どうぞ。 

（○○委員） このアンケート調査の目的ということになろうかと思うんですけども、

この結果はこれから策定していかれる計画のある程度イメージをお持ちだと思うんで

すけども、そういうものとこの結果とを比較されてみて、どんなんですか、ほぼ同じ

ような感じなのか、違うところがあるのかというようなことはどうなんでしょうか。 

（事務局） 直接、市民の方から御意見を聞くというのはなかなか通常の我々、行政の

中ではなくて、とりあえず市町村の方が要望という形でこういう整備をしてほしいと、

そういったことは基本的には今回の住民説明会の中でもかなり出てきたなと。要する

に、要望事項であがっている事項は皆さんやっぱり住民の方は非常に施行を願ってい

るというところはわかったということはありますし、さらに加えて、やっぱり我々が

気づいていなかったところ、こういう不法占用がここにあって、近所の人も非常に迷

惑しているんだよとか、そういう、これまで気づかなかったところを気づくことがで

きたという面では、整備計画を策定するだけではなくて、今後、河川課をやっていく

上で、そういったお声も対応していけるというふうに考えております。先ほどの御質

問の答えという意味では、我々の想定しているものもあったし、そうじゃないものも

ありましたので、それらを含めて検討してまいりたいと思います。 

（座 長） ありがとうございました。 

 どうぞ。 

（○○委員） 先ほどの水質の問題の続きという部分をちょっと聞きたいんですけども、

水質は確かよくなってきているということなんですけども、例えば、ことしもあった

んですけど、ノリ業者さんへの、苫田ダムの放水がことしも多分やられたと思うんで

すけども、このアンケートの中にも水量をふやせというようなことも書いてあるんで
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すけども、水量の問題と苫田ダムさんの関係と、それから、水質の問題と、ここら辺

の関連というのはどう考えたらいいんかなとちょっと思っているんですけども。 

（座 長） 水量と水質と苫田ダムの放流ですか。苫田ダムの放流について水量、水質

との関係はどうかと、こういうことですか。 

（事務局） 水量については、平常時はダムに入ってくる量とほぼ同じ量を下流に流し

ております。洪水時は当然、ダムにためながら下流に流すということをやっておりま

すけども、洪水が終わればまた、ためた水を下流に流して、ダムをまた管理水位に戻

してやるということをしております。逆に渇水のとき、川の水の流れる量が少なくな

ったときにはためていた水を流して川の量をふやしてやるということで、年度を通し

て見ると大体、上流から流れてくる量と同じ量を下流に流しているということですの

で、量的にはふえてもいないし減ってもいないと。長い目で見ればそういう感じにな

っております。 

 水質については、特にダムのほうでコントロールできるというものではないと思っ

ておりますので、今のノリへの放流というのも、これはまさに水量の問題ですので、

海に流れ込む川からの量を一時的にふやしてやるという操作ですので、そのふやした

ことによって栄養を海に供給してやるという操作をしております。そういう意味では

量と水質の関係というのは出てくると思っております。 

（座 長） よろしいですか。ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

（○○委員） ちょっと僕自身の考え過ぎなのかなということを感じないでもないんで

すけれども、３１ページにあります問い６の設問、この設問が安全性を向上させるた

めに環境改変もやむを得ないか、環境が大事やから改変すべきではないかというふう

な設問の仕方をすると、何となく環境をいじらないのか、いじってもいいのかという、

環境か、あるいは、改変かという何か二者択一のことを聞いているような感じがして

いて、それで、改変してもいいというのが当然、ふえるだろうからというふうな、そ

ういうミスリーディングをしてしまいはしないのかなという、ちょっとそういう懸念

がありまして、むしろやっぱり恐らく改変するなという、自然のまま放っておけとい

うようなことをおっしゃる方は余り今の世の中いないと思うので、どういう形で改変

していくのが一番いいのかということのコンセンサスをつくっていくということがや

はり大切なんじゃないかなと思うわけで、それにかわるような設問というのは、ほか

のところで、川をよくするためにはどうしていったらいいかみたいな形でお聞きにな

っているので、何かここの問６のような聞き方はもうちょっと工夫されたほうがよか

ったんじゃないかな。だから、結果があらかじめわかってしまっているような設問に

なりはしないかなという、ちょっとそういう印象がどうしてもございまして、何か痛

くない腹を探るというか、そんたくをしてしまうといいますか、だから、そういうと

ころがあって、ちょっと設問の仕方といいますか、意図ですよね、ここで何をお聞き

になりたいのかということを少し考慮されてみてもよかったんじゃないかなというこ

とをちょっと今、感じておりますが。 

（座 長） ありがとうございます。 

 どうぞ。 

（事務局） 委員御指摘のとおりだと思います。ちょっと二者択一というか、対立軸み

たいな形で、ちょっと古い捉え方かなというのは正直、思っておりました。今、まさ
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に環境に配慮しつつ、いかに合意形成をして、手は加えざるを得ない中でどうやって

合意形成をしながら、例えば、多自然型川づくりというような形で取り組むかという

ことを実際にはやっておりますので、そのあたりはまさにおっしゃるとおりだという

ふうに思っております。 

（座 長） ありがとうございます。 

 設問の仕方とその結果の評価というか、それを今後、何に使っていくかということ

にみんな関係してくると思うんですけども、十分、考えて、それぞれ考えてやらない

といけないなという気がいたします。私も２７ページの吉井川をよくするためには何

が必要だと思いますかというのがあって、その中で、パーセントが少ないのに瀬やふ

ちがあり、流れが変化に富んだ川にするとか、コンクリート張りの堤防を少なくする

とかいうのは非常に少ない比率になっているわけです。大体、川のどういうところに

使うかですけども、川の整備に関しては今まではコンクリートといったらもう非常に

拒否反応が出ておったんで、ところがこの数字は全然、逆の方向だと。だから、捉え

方が違ってきているとは思うんですけど。それから、瀬やふちの問題にしても、環境

ということを表に出したときにはこれらが非常にクローズアップされてくるんだろう

と思うし、設問の仕方と答えとそれの利用の仕方、これはやっぱり十分考えて、今後、

整備計画にいろいろな形で反映されていくんでしょうけれども、そこのところ、あん

まり直接的なつながりという形ではやめておかれたほうがいいんじゃないかという気

がいたします。 

 ありがとうございました。 

 よろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

（○○委員） 今までの河川に関して、市民が親しむということで同じように２７ペー

ジで、散策とかスポーツなどを楽しめるようなところにしてほしいということと、雑

草を刈り、水辺に近づきやすくするという、金剛川にしても吉井川にしても今、別途

いただきましたアンケートで、旭川にしても同じようなスポーツとかそういうことを

やりたいですねということが出てきたりしているんですけど、人がしょっちゅう入っ

ていって何か使わん限りは雑草はもう毎年、僕ら、雑草との戦いになってしまうんで

すけど、それをどうしたらいいのかなと。この間もちょっと事前説明に来ていただい

たときに、みんなに畑で使ってもらったらどんなんですかとかいって、河川敷を、そ

れで、クラインガルテンみたいに、だけど国のほうでは畑はやめてください、ちょっ

と出ていってくださいという感じで今、やっておられるんですけども、もう一遍それ

は返すということは難しい。中へ潜入してしまうと、今度、我々が何かやるときに非

常にいろんな障害になってくることはなってくるんですけども、何かいいルールがで

きて、皆さんが関与してやっていただいたらおもしろいのかなとも思うんですけども。 

（事務局） なかなかちょっとﾜｶﾘｺﾀｴｷﾘｶですけども、いわゆる不法占用と我々そう言っ

てしまうんですけども、いろんな経緯があってやられているところも実際にはあるん

ですが、基本的には耕作というものは認めている形ではなっていないと。 

 ただ、例えば、我々、吉井川の自然再生事業というような形で、アユモドキの生息

環境みたいなそんな整備をやっておりますけれども、そこでじゃあ、今後どうして管

理していったらいいかというところで、市民の方だとか、地元の町内会だとか、そう

いったところも一緒に協力していただいてやっていくということは当然、あり得るし、

逆にそういうふうにしていかないと長続きしないというものがあります。国として、
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全体としてもそういったものをもっと活用していこうということで、河川協力団体と

いう制度ができました。吉井川がそれになるかどうかわかりませんけれども、そうい

う流れとしては市民の方も管理にかかわっていただくというような流れで動いている

ところはございます。 

（座 長） そうですね。管理ということになると難しい問題がいろいろ出てくるんで

しょうけど。市民の志向としては、スポーツ志向とか、自然志向とか、そういうのは

ありますから、それをどう受けとめられるかということになろうかと思うんですけど。

やっぱりそういう志向はあるということだと思います。 

（事務局） そうですね、非常にニーズがあるということはそのとおりだと思いまして、

河川敷、例えば、百間川なんか見ていただくと非常に利用されております。それは当

然、自治体、岡山市が責任を持って公園として占用して、管理はいろんなやり方はあ

ると思いますけれども、そういったことで自治体が間に入っていただいてやるという

のが基本的な考え方かなというふうに思っております。 

（座 長） ありがとうございました。 

 それでは、この議題に関しましてはこれぐらいにさせていただきまして、次の議事

に移りたいと思います。 

 吉井川における治水に関する目標について、事務局のほうから御説明いただけます

か。 

（事務局） それでは、吉井川における治水に関する目標、資料２のほうでございます

けども、御説明させていただきます。 

 資料をめくっていただきまして、１ページ目は流域の概要でございます。第１回目

の委員会のときに御説明させていただいたんですけども、おさらいということで簡単

に御説明させていただきます。 

 吉井川の河道特性でございますけども、上流部は河床勾配が３０分の１から１５０

分の１、それから、一番下流のほうにいきますと、１，０００分の１から３，２００

分の１と、緩やかな勾配になっているということでございます。 

 流域の諸元でございまして、流域面積は２，１１０平方キロメートル、幹川流路延

長は１３３キロメートルでございます。流域内には２９万人の方が住まわれていると

いうことと、それから、想定氾濫区域面積は１８９平方キロメートルあるということ

でございます。 

 気候につきましては、上流域は年平均降水量が２，０００ミリ、それから、下流域

のほう、瀬戸内のほうにいきますと１，２００ミリと非常に少なくなっていく、上流

から下流に向かってだんだんだんだん少なくなっていくという雨量の状況でございま

す。 

 土地利用につきましては、流域内の８５％は山地、そのほかは農地が１０％、市街

地が５％といったような土地利用の形態になっております。 

 それから、産業につきましては、上流部は農業、下流のほうはサービス業といった

ようなもの、それから、歴史・文化につきましては、高瀬舟による物資輸送に伴いま

して、沿川の文化・経済が発展してきた、古くはそういったことがあったと。それか

ら、下流部では大規模な市によって栄えた福岡のほか、川や水にまつわる伝承も多数

あるという、そういった姿を見せております。 

 続きまして、２ページ目でございますけども、既往の主な洪水被害及び治水事業の

経緯ということでございまして、左に主な洪水と既往計画といったものをつけており
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ます。昭和７年に内務省土木局調査着手しておりまして、昭和１３年室戸台風を契機

として、津山市を中心に中小河川改修に着手しております。そして、昭和２０年９月

枕崎台風のときに大きな洪水がございました。このときの流量が７，６００立方メー

トル／秒あったということでございました。そして、昭和２１年に吉井川直轄河川改

修工事に着手いたしまして、昭和４１年４月に工事実施基本計画を策定しております。

このときに吉井川１級水系に指定されたということでございまして、このときの計画

の高水流量といたしましては昭和２７年の計画を踏襲して５，８００立方メートル／

秒にしたということでございます。そして、昭和４７年７月に大きなまた洪水がござ

いまして、昭和４８年に工事実施基本計画を改定、基本高水のピーク流量を１万１，

０００立方メートル／秒、計画高水流量を７，５００立方メートル／秒と改定してお

ります。そして、昭和５１年ですとか、あと、平成２年といったようなところでは下

流部で大きな内水被害というようなものが起こりました。平成１０年１０月には台風

１０号によりまして吉井川の直轄区間、下流の基準点岩戸という地点がございますが、

そこの流量では、戦後最大となります８，０００立方メートル／秒、これは計算値で

ございますけども、そういった流量が流れてきたという洪水がございました、そして、

平成２１年３月６日に吉井川の河川整備基本方針が策定されたということで、基本高

水のピーク流量が１万１，０００立方メートル／秒、計画高水流量が８，０００立方

メートル／秒という計画になっております。 

 それから、右のほうは既往の主な洪水被害といったようなことで、４つの洪水の概

要をちょっと記載しておりまして、その下のほうには主な治水事業、堤防の完成の整

備率ですとか、完成整備率が今、６８％といったようなことですとか、あとは堰の改

築を行ったということ。それから、上流では平成１７年に苫田ダムが完成していると

いったようなこと。それから、過去に４回の激甚災害対策特別緊急事業を採択してお

りますといったようなことを記載しております。 

 続きまして、３ページ目でございますけども、こちらは吉井川、金剛川の現状の流

下能力を示したものでございます。上が吉井川の現況流下能力、下が金剛川の現況流

下能力を示しておりまして、計画高水流量８，６００立方メートル／秒に対しまして、

現状の流下能力はどうかといいますと、グレーっぽい色に塗っているところが現状の

流下能力でございますが、例えば、どちらかというと下流のほう、青く塗りつぶされ

たところがございますけども、ここらあたりにつきましてはちょっと流下能力が低い

ところ、低いということになっておりまして、堤防がまだ完成していないといったよ

うなことから流下能力が低くなっているというところが残っております。 

 それから、中流から上流にかけましては、ちょっとピンク色に塗りつぶしていると

ころがあるんですけども、ここらの区間につきましては、堤防が完成した場合にも流

下能力が今のこの計画高水流量まではちょっと不足しているということでございまし

て、こういったところの対策としましては、洪水を流す断面が足りておりませんので、

川の中の土砂を撤去したり、樹木を伐採したりといったようなことで洪水を流れやす

くしてやるという必要があるところでございます。 

 金剛川のほうは下流部のほうがちょっと流下能力が厳しくなっているということで

ございます。 

 続きまして、４ページ目でございますけども、このページは洪水に関する現状と課

題ということの中の洪水の部分に限ってのところでございますけども、吉井川中上流

部は樹木や土砂の堆積によりまして洪水を流す断面が不足しております。おおむね２
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０キロから上流あたりがそのような状況になっております。河川の距離でいいますと、

河口から２０キロ、それより上流がそういった状況になっているということでござい

ます。 

 そして、吉井川、金剛川では堤防の必要な高さや幅が不足しているところがござい

まして、堤防整備率でいいますと、下に円グラフをつけておりますけども、吉井川の

完成整備率、完成している割合が今、５７％、それから、金剛川の場合ですと７０％

完成しておりまして、未完成のところは吉井川が２８％、金剛川が２０％ということ

でございます。とは申しましても、金剛川につきましては、本川の背水による影響と

いうことで、吉井川の本川の水位が高いとどうしても金剛川に水が流れにくいという

状況がございますので、吉井川本川の水を、洪水の流れをよくしてやって、水位を低

くしてやりますと金剛川の水も流れやすくなるということで、こういった本川を改修

してやれば金剛川の流下能力はかなり向上するという状況でございます。 

 真ん中あたりにつけておりますのは河道整備に関する現状ということで、イメージ

図として見ていただければと思うんですけども、横断図をつけておりますが、赤い線、

ちょっと堤防より高いところに線がありますけども、ちょっとイメージとして見てい

ただきたいんですけども、そういった整備前の水位が川の中の土砂を撤去してやるこ

とによりまして水の流れがよくなりますので、青い線の整備後の水位に下がるという

イメージでございます。 

 そして、下に円グラフ、もう一つつけております。堤防詳細点検結果というもので

ございますけども、これについては調査基準以上といった部分につきましては点検が

必要のない区間でございますので、オレンジ色といいますか、ちょっとオレンジ色で

塗った３１％、１７．８キロの区間、こちらについては対策が必要になってくるとい

うことで、堤防の土質とかがちょっと水を通しやすいようなものになっているような

ことなので、そういった透水性の高いようなところの堤防を強化してやる必要がある

という範囲でございます。 

 右側の平面図に着色しております線は、左側の円グラフの色に整合させております

ので、どの部分の堤防が完成している、完成していないですとか、漏水対策は必要か、

必要でないかといったようなことを比べていただければと思います。 

 続きまして、５ページ目でございますけども、今度は治水に関する現状と課題とい

うことで、高潮・津波についての状況でございます。吉井川河口部ではゼロメートル

地帯が広がっておりまして、平成１６年８月の台風１６号時には各最高潮位を記録い

たしました。堤防を越水する直前まで潮位が上昇しております。左下真ん中あたりに

高潮に関する現状ということで、横断図、絵をつけておりますけども、平成１６年当

時はまだ堤防の高さも幅もちょっと小さかったというような状況がございましたので、

あと、３０センチで越水するというところまで潮位が上がったという状況がございま

した。ですので、こういった堤防を高く、幅を広くしてやる必要があるということで、

状況でございます。 

 それから、右上は高潮堤防整備状況ということで、ちょっと色で緑色と紫色っぽい

色にしていますけども、紫色に塗っているところがまだ堤防高が不足しているという

区間でございまして、高潮堤防を整備してやる必要がある区間が残っております。 

 それから、右下につきましては、岡山県の津波浸水想定ということで、この図につ

きましては、岡山県危機管理課さんのホームページからちょっと引用しておりますけ

ども、想定される最大クラスの津波をもたらすこととなる南海トラフ巨大地震が発生



－ 18 －

した場合の津波の浸水想定ということでつけております。ホームページを見ますとい

ろいろ細かい条件とか書いてありまして、津波がきたときには堤防が壊れて、そこか

ら越水して、越水したらもうまた堤防が多分壊れるといったような、細かい想定がい

ろいろ書いて、条件が書いてあるんですけども、この平面図を見ていただいて、オレ

ンジ色のところが一番区域の中では高い浸水深なんですけども、２メートル以上、３

メートル未満の浸水になると、そういうふうに想定されております。 

 続きまして、６ページ目でございますけども、こちらは地震についてに関する現状

と課題でございます。岡山県の場合には昭和２１年１２月に南海地震というものがご

ざいまして、南部を中心に死者が５２名、被災家屋が３，９０８戸という被害が発生

しております。下流は干拓してつくられた土地が広がっておりましたので、土地が低

いところが広がっておりますし、それから、地盤も軟弱地盤がちょっと多いというこ

とが言われておりまして、こういったところに大きな堤防をつくると沈下といったよ

うなこともありますので、地震対策も必要だということでございます。 

 円グラフをつけておりますのは、耐震点検の結果を示しておりますけども、あわせ

て右下の平面図には耐震点検の区間、河口から１０キロちょっと上流あたりまで耐震

点検区間、耐震対策が必要なところが赤い線と黒い線なんですけども、黒い線を塗っ

ているところは対策済みということですので、まだ未施行の箇所が残っていると。そ

れが円グラフのほうで見ますと３．１キロ、１４％ほどまだ未対策のところが残って

いるという状況でございます。 

 左下は耐震対策を行っていない場合の崩壊の状況のイメージを示したものでござい

ますけども、左のほうは堤体が液状化することによりまして堤防が崩壊するイメージ

を示しております。堤防の中に水がたまるような状況になって、そこで振動されると

液状化が起こって、そこの部分が強度が弱くなって、沈下をしたりするというイメー

ジでございます。 

 右側のほうは基礎地盤の液状化による堤防の崩壊イメージということで、地震が起

こりますと、砂が吹くような感じになりまして、そういったところで今度は堤防のほ

うが沈下をするということで、そういったときに沈下をすればまた河川の水位が場合

によっては越水してしまうということも考えられますので、そういったことで堤防が

崩壊していくといったような点もございます。 

 続きまして、７ページ目でございますけども、こちらについては、先ほども最初に

御説明した内容と同じものなんですけど、地元の住民説明会の意見ですとか、それか

ら、アンケートの結果をちょっとつけております。 

 左側は住民説明会の意見でございますけども、河口部では高潮・津波・耐震対策に

ついて早期実現の要望が多かった。それから、昭和５１年、平成２年など、内水被害

を受け他地域では、内水対策に関する要望がありましたということと、それから、中

流、上流あたりでは旧堤撤去による流下能力向上や堤防整備の要望がありましたとい

うことがございました。 

 それから、地元説明会によって金剛川については特に、治水に関する意見は出てお

りませんでした。 

 全般的に言いますと、治水に関する施設管理、苫田ダムの運用・効果、新田原井堰、

坂根堰、排水ポンプ施設の維持管理の要望といったようなことで、苫田ダムの洪水調

節効果が発揮されるような運用に期待する意見ですとか、坂根堰、新田原井堰、鴨越

堰の連携によって治水や利水の効果を高めてほしいといたような意見があがっており



－ 19 －

ました。 

 アンケートの結果でいいますと、ちょっと先ほどと同じなんですけが、現在の吉井

川の洪水・高潮対策は十分かということに対しまして、赤く枠で囲っている、余り思

わない、思わないといったようなことを答えられている方が４９％と、半数はまだ対

策は十分ではないと考えておられるということで、金剛川につきましても同じく約三

割の方がまだ対策が十分ではないと考えておられるということでございます。 

 下の２つにつきましては、洪水・高潮対策としてどのような対策が必要かというこ

とで、こちらのほうも洪水を安全に流すとか、堤防を高くするとか、堤防を強化する

といったような河道の改修を望む声が約七割、赤く囲ったところが７割と、７０％に

なるということと、金剛川につきましても約六割の方がそういった河道の改修を望ま

れているという結果でございました。 

 続きまして、８ページ目でございますけども、こちらのほうは、地震・津波に対し

て安全な川だと思いますかということにつきましては、約半数の方が安全ではないと

思われているという結果でございました。 

 それから、吉井川、金剛川の地震・津波対策としてどのような対策が必要だと思い

ますかということにつきましては、吉井川については水門をつくり、津波の侵入を防

ぐとの回答が若干少なかったほかは、そのほかの項目については同程度の回答の割合

でございましたけども、ハード対策を望むよりも、どちらかといいますと、迅速な情

報提供や避難場所の確保といったソフト面の対策を選択する人のほうが多かったとい

う結果でございました。 

 金剛川につきましては、全ての対策が、ハード、ソフトの別なく同程度の回答が得

られたという結果でございます。 

 続きまして、９ページ目のほうでございますけども、吉井川河川整備に関する治水

の基本理念ということでございまして、吉井川水系河川整備計画の治水整備の基本理

念は吉井川の現状と課題、住民意見を考慮して、安全・安心な暮らしを守るというふ

うに考えたいと思っております。 

 基本理念の背景でございますけども、災害への不安を感じさせない安全・安心に暮

らすことのできる河川整備を実施するに当たりまして、今の状況といたしましては、

堤防整備率は約七割の整備率を有しておりますが、特に下流域の高潮区間は堤防の必

要な幅、高さともに不足しておりまして、段階的な整備が必要とされているというこ

と。それから、また、上流部につきましては、樹木や旧堤存置、体積土砂によりまし

て河積が不足しておりまして、流下能力向上施策が必要とされているという状況がご

ざいますので、その下のほうになるんですけども、河川整備に当たっての治水の基本

理念といたしまして、洪水につきましては安全・安心な暮らしを守るため、戦後の大

規模洪水を踏まえた目標の設定、それから、高潮・津波につきましては、安全・安心

な暮らしを守るため、戦後最大の高潮を踏まえた目標の設定、それから、地震につき

ましては、安全・安心な暮らしを守るため最大限の強さを持つ地震動を踏まえた目標

の設定ということを目標にしていきたいと考えておるところでございます。 

 その下、河川整備計画の対象期間でございますけども、本計画は平成２１年３月に

策定されました吉井川水系河川整備基本方針に即した河川整備の当面の目標でござい

まして、対象期間はおおむね３０年と想定しております。 

 河川整備計画の対象区間としましては、吉井川と金剛川、それから、苫田ダムが上

流で国のほうで管理しております。そういったところが対象になってまいります。 
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 それから、次のページでございますけども、治水に関する目標ということで整理さ

せていただいているんですけども、治水、洪水に関する目標の考え方といたしまして、

長期的な治水目標である河川整備基本方針で定めた目標を達成するためには多大な時

間を要しますので、段階的な整備によりまして洪水による災害の発生防止、または、

軽減を図りたいと考えております。 

 過去に発生した洪水の状況といたしましては、昭和２０年９月洪水というのが戦後

２番目の洪水でございましたけれども、そのとき直轄区間で堤防も決壊しておりまし

て、甚大な被害が発生しております。 

 それから、平成１０年１０月洪水は流量でいうと戦後最大でございますが、このと

きは県管理区間のほうで大きな洪水氾濫が発生した影響もございまして、そういうこ

ともあって国管理区間のほうでは大きな被害はなかったんですけども、そういった被

害があったことで岡山県のほうでも県管理区間の河川整備が進められておりまして、

今は平成１０年と同じような洪水が起こったときには多くの水が国管理区間のほうに

流れてくる、そういったことで洪水被害が懸念されるという状況でございます。 

 それとあわせまして、今、国の管理区間におきましては、戦後の大規模洪水に対し

て流下能力が不足しているということで、下に流下能力図を示しておりますけども、

ここで緑色の線を入れておりますのが平成１０年１０月洪水の流量でございまして、

下流のほうが７，３５０立方メートル、それから、上流の金剛川と合流する前の上流

が７，０５０立方メートルといったような流量状態でした。昭和２０年９月洪水につ

いては下流が６，０５０立方メートル、上流のほうが５，７５０立方メートル、こう

いった流量が流れております。 

 ちょっと資料を１点、訂正といいますか、ちょっとミスがありましたけども、凡例

の下にＨ１０．１０洪水・Ｓ２０．９洪水の色づけがちょっと逆になっていたという

ことでございますけども、ちょっとそこが間違っておりました。 

 こういった流下能力図の中で緑色に塗りつぶしているところが平成１０年の洪水に

対して今の現状の流下能力が不足しているところというところでございます。 

 といったようなことで、洪水に対する整備目標ということで、平成１０年１０月洪

水と、戦後の大規模洪水が再び発生しても浸水被害の防止、または、軽減を図るとい

うふうに考えたいと思っております。 

 次に、高潮・津波に関する目標についてでございますけども、整備目標としまして、

過去最高潮位を記録した平成１６年８月と同規模の高潮が再び発生しても、浸水被害

の防止を図るというふうに考えてまいりたいと思っております。 

 それから、地震に関する目標につきましては、東海・東南海・南海地震等の現在か

ら将来にわたって考えられる最大級の強さを持つ地震動に対して、河川管理施設の被

害の防止または軽減を図るというふうに考えたいと思っております。 

 それから、最後のページになりますけども、以上のような課題に対しまして、治水

目標を達成するために、吉井川においてどういった対策が治水対策として適用できる

のかといったようなことで、治水に関する対策メニューの抽出を行っております。全

部で２７ほど治水対策メニューがある中で、色をつけているところが、吉井川では治

水対策として可能性があるのではないかということで抽出したものでございますけど

も、左のほうから言いますと、ダムの有効活用、これは、例えば、既設ダムのかさ上

げですとか、容量の有効活用など、いろいろな方法が考えられますけども、こういっ

た対策をとることによりまして、ダムの放流量を減らすことができますので、河川へ
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の負担が軽減できるといったようなことがございます。 

 それから、次は遊水地等ということで、河川に沿った地域に洪水の一部をためて、

ピーク流量を軽減させることによりまして洪水調節をするといったような方法でござ

います。 

 それから、一つ飛んで河道の掘削でございますけども、これは河川の流下断面積を

拡大するために河川面の土砂を掘削して撤去してやると、流下能力を向上させるとい

う方策でございます。 

 それから、引堤でございますけども、これは同じく流下断面積をふやすために、民

地側に新しく堤防をつくりまして、今まであった堤防は撤去して、川幅を広げてやる

という対策でございます。 

 それから、堤防整備というのは、これは堤防の幅というんですか、幅をちょっと広

くしてやるとか、その次の堤防のかさ上げは流下断面積をふやすために堤防の高さを

高くするもの、そして、樹木の伐採というのは、河川内の樹木が洪水の流下に支障と

なりますので、流れをよくするために伐採をしてやるといったようなことでございま

す。 

 それから、排水機場でございますけども、これは直接河川の流量を減らすという対

策ではございませんが、内水被害に対して効果のある、必要な対策、ポンプで排水し

てやるという施設でございます。 

 それから、雨水貯留施設でございますけども、降雨が河川へ流れないように、例え

ば、公園ですとか、学校のグラウンドですとか、一時的に雨をためておくといったよ

うな考え方、そういった施設でございます。 

 それから、雨水浸透施設でございますけども、同じく降雨が河川へ流れないように

地中に浸透させるための施設というものでございます。 

 それから、ちょっと飛びまして、水田等の保全というところですけども、一時的に

貯留をしましたり、それから、地下に浸透させるといった水田の機能を保全、そうい

った水田の機能を利用するといったようなことでございまして、次の森林の保全につ

きましては、そうやって森林を保全することによって地中に浸透させたり、ゆっくり

流出させるといった森林の機能を活用するというものでございます。 

 それから、最後は、洪水の予測とか情報の提供等といったようなことでございます

けども、的確で安全に避難できるよう迅速に情報提供を行うという方法でございます。 

 以上、今回はちょっとここまで治水対策を、対策メニューを抽出するといったよう

なところで説明は終わらせていただきたいと思います。 

（座 長） ありがとうございました。 

 予定の時間があと残り少なくなっておりますけれども、今、御説明いただきました

治水に関する目標につきまして御意見を伺いたいと思います。よろしくお願いします。 

 どうぞ。 

（○○委員） 先ほどの御説明の９ページのところで今後の基本理念を述べていただい

てますが、既にいろんな地震時等々で高潮とかいろんなのが出てきているんですけど

も、高潮区間は堤防の必要な幅と高さともに不足しておりということは、これは地元

説明会のときにも一応、言っておられていると理解すればいいんでしょうか。地元説

明会にもこのことはもう。災害を感じさせない安全・安心の。 

（事務局） これ自身は出しておりません。今回初めて。こういった意見も踏まえて、

今回案として入れさせていただいたものでございます。 
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（○○委員） そうですか。先ほど国のあれでこれだけの工事をやろうと思えば３０年

ぐらい考えておられるというふうにおっしゃっておられた。ですから、今、ここまで

こういってこうこういっていますというような、すぐにざっと順番に僕は説明してい

って、こういう弱点がまだあるんですよということは理解していただいて、完全にで

き上がった時点ではいいかもしれませんけど、それまでは何とかソフトで皆さん、避

難するとか、何とかというのは常に理解して抱き合わせで安全で安心な暮らしを守る

という形でやっていくしかないんじゃないかなと思うんです。ですから、ぜひそれを

やっていただきたいと思います、住民の方に知っていただくというのを。 

（座 長） すぐできるわけじゃないですからね。ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

（○○委員） この計画堤防高のプラス４．９メートルというのは、これは高潮のほう

の値なんでしょうか。津波についてはこれはクリア、これができれば津波はオーケー

ということですね。 

（事務局） おっしゃるとおりでございまして、高潮堤防高でございますけども、それ

で整備をすれば津波に対しても高さは足りているというものでございます。 

（○○委員） この前発表された津波では、児島湾の外は４メートルとかいうことを大

体ですよね、ちょっくらｽﾍﾞｼあるかもしれませんけど、４メートルぐらいということ

だったんですけど、満潮位を重ねているわけですよね。満潮位の上に足しているわけ

ですかね。 

（事務局） 岡山県さんの例えば、ホームページとかを見ますと、岡山市東区のほうで

は２．８メートルですとか、それは満潮位を足したものということで出ております。 

（○○委員） 前に聞いたときは、倉敷のほうの堤防と東のほうの、牛窓のほうの堤防

と大体、西高東低みたいな形で言われたので質問したんですけど、それは多分、僕の

推測ですけど、潮せきがやっぱり奥で高いからということで、そういうことになって

いるのかなと思っていたんです。だから、ﾖｳｷｭｳでみたら、ここは東のほうの川ですか

ら、満潮位の並びでいくと倉敷よりは少ないはずなんですけど、この４メートル９０

というのは高潮のときというのは多分、満潮位を西側の基準に合わせたんじゃないか

なと思っているんですけど。 

（事務局） 児島湾の中の潮位を基本としまして、そこに朔望平均満潮位に計画偏差で

すとか、打ち上げ高ですとか、そういったものを計算しまして、今の４．９メートル

という高さを計画しております。旭川もほぼ同じ高さ、ちょっと高潮のほうがもっと

高い、多分、打ち上げ高とかの関係になってくるかと思うんですけども、そういった

ことで高い堤防になっておりますけども、吉井川の場合は４．９メートルということ

でございます。 

（○○委員） やっぱり西が高いんですね。西と比べてちょっと低いんですね。 

（事務局） そうです。高潮がちょっと高い。 

（○○委員） わかりました。 

（座 長） 計画高水位というんですか、河口での基準点での高さ、潮位が問題になる

と思います。そのあたりはきちっと示しておいてもらえたらと思います。海岸のほう

の計画とも整合のとれる形で。これはお願いです。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 これであと、今回は治水だけに関してまとめられたわけですが、あと、利水の関係、
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環境の関係、ずっと計画案が出てまいると思いますが、治水に関してはもう大体、こ

れぐらいでいこうかということですか。もう一回、何か語る会、あるんでしょうか。 

（事務局） 今回は抽出しました治水対策案について具体的にこの吉井川の中で、どう

いった場所でどういったメニューが適合するかといったようなことに具体的な箇所と

か、対策の仕方、抽出した対策案の中から選びまして、整理して、次回の委員会でま

た御説明をさせていただきたいと思います。あわせて、利水、環境、維持管理につき

ましてはちょっと今回、説明できませんでしたので、次回のときに説明をさせていた

だきたいというふうに考えております。 

（座 長） いかがでしょうか。今のところはこういう目標でいこうということですが。

もちろん、詳しい計画になってくれば地元のほうに全部おりていくわけですね、こう

いう形で進めますというのは。 

（事務局） この次に地元説明会を行いますのは、原案を作成したときに、その後でま

た意見を聞くというのがございますので、次回の委員会よりももうちょっと後の段階

になります。 

（座 長） 大分、予定の時間に近づいてまいりましたが、いかがでしょうか、何か特

にございましたら。よろしいですか。 

 それじゃあ、一応、治水に関する目標についての案につきましては討議は終わりた

いと思います。 

 そうしますと、この後は。今後の予定とかいかがですか。一応、この議事について

は終わりたいと思いますけれども、よろしいですか。 

（事務局） まだ詳細に次回の予定というのは決めておりません。今年度はこれが最後

ということで、次回は年度が明けましてから、また御案内のほうをさせていただきた

いと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

６．閉  会 

    省 略 

―了― 


